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（１）子ども・子育て支援法に基づく確認制度と利用定員について

○ 子ども・子育て支援新制度においては、学校教育法、児童福祉法等に基づく認可等を受けていることを前提に、
施設・事業者からの申請に基づき、市町村が、対象施設・事業として確認し、給付による財政支援の対象とする。

○ 具体的には、給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業所に対して、その
申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、市町村事業計画に照らし、認定区分ごとの利用定員を定めた上で給
付の対象となることを確認し、給付費（委託費）を支払う。

（２）確認制度における運営基準について

○ 教育・保育施設、地域型保育事業は、
①学校教育法、児童福祉法等に基づく認可基準等を満たすこと
②子ども・子育て支援法に基づく運営に関する基準（運営基準）を満たすこと
が求められる。

○ このうち、運営基準については、国が定める基準（内閣府令）を踏まえ、市町村が条例として策定する必要がある。

○ 国が定める基準については、

ア 「利用定員」、「施設・事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の
保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するもの」については、「従うべき基準」とする。

イ それ以外の事項については、「参酌すべき基準」とする。

１．確認制度について

１．概要

【参考】認定区分
１９条１項１号に該当する場合：教育標準時間認定
１９条１項２号に該当する場合：満３歳以上・保育認定
１９条１項３号に該当する場合：満３歳未満・保育認定
（１９条１項２号・３号に該当する場合：保育認定）
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（３）確認制度における業務管理体制と情報公表について

○ （２）に加えて、施設・事業者に対しては、子ども・子育て支援法において、
①業務管理体制の整備（55条等）
②教育・保育に関する情報の報告及び公表（58条）
が求められている。

○ 以上を踏まえ、新制度の施行に向けて、確認制度については、
①施設・事業の利用定員の考え方・ルール
②教育・保育施設、地域型保育事業者に関する運営基準
③業務管理体制・情報公表に関するルール
を定めていく必要がある。

○ これらの事項の検討体制については以下の形を想定。

２．検討が必要な事項の整理

事項 概要 検討の場

利用定員
・各施設・事業の類型に応じた利用定員の設定に関する考え方、
整理

・基本指針（事業計画）と密接に関連

子ども・子育て会議

運営基準
・給付の対象施設・事業者として運営上求められる基準につい
て整理

・認可基準と密接に関連

基準検討部会

業務管理体制 ・適正な給付の実施、コンプライアンス体制について整理 基準検討部会

情報公表
・給付の対象となる施設・事業として求められる教育・保育に
関する情報について整理

・基本指針と関連

子ども・子育て会議
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（論点１）利用定員の設定方法
・（論点１－１）最低数との関係
・（論点１－２）子どもの年齢との関係
・（論点１－３）保育標準時間・保育短時間区分との関係

（論点２）定員割れの場合の取扱い

（論点３）定員超過の場合の取扱い（定員弾力化等）

（論点４）保護者の就労状況の変化に対応した１号定員と２号定員の取扱い

※下線部分－自治体におけるシステム構築のため、早期に方向性を固める必要

２．利用定員について
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○ 確認に当たっては、給付の実施主体である市町村が、認可を受けた教育・保育施設、地域型保育事業に対し
て、その申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、１号認定、２号認定、３号認定の区分ごとに利用定員を定め
ることとなる。（利用定員を定めることが可能な認定区分については次ページの通り）

※教育・保育施設：認定こども園、幼稚園、保育所
※地域型保育事業：小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

○ 新制度の施行の際に存在する認定こども園、幼稚園、保育所は、施設型給付を受ける確認があったものとみな
される（「みなし確認」。施行日前日までに別段の申し出をしたときを除く。）が、これらの施設に対しても、１号、２号、
３号の認定区分に応じた利用定員を設定する必要がある。

※その事務手続等については、追ってお示しする予定。

○ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、認可定員の範囲内で利用定員を設定することとなる。

○ その際、利用定員の設定方法について、
①施設における利用定員の最低数との関係
②子どもの年齢区分との関係
③保育標準時間・保育短時間区分との関係
について、整理が必要。

１．概要
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満３歳以上 満３歳未満

①１号認定

（19条1項1号）

②２号認定

（19条1項2号）

③３号認定

（19条1項3号）

特定教育・保育施設（施設型給付）

幼保連携型認定こども園 ○（※１） ○ ○（※１）

幼稚園型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

保育所型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

地方裁量型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

保育所 （※３） ○（※２） ○（※２）

幼稚園 ○ （※３）

特定地域型保育事業者（地域型保育給付）

小規模保育 （※３） （※３） ○

家庭的保育 （※３） （※３） ○

居宅訪問型保育 （※３） （※３） ○

事業所内保育 （※３） （※３） ○（従業員枠・地域枠）

各施設・事業において設定可能な利用定員と認定区分との関係

※１ 定員を設定しないことも可能。 ※２ ②③いずれかのみの設定も可能。 ※３ 特例給付による利用形態あり。
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（論点１－１）最低数との関係
【保育関係】

〔現行〕
・ 現行の保育所は第２種社会福祉事業として位置付けられていることから、最低定員は20人以上とされている.。
・ その際、認可に当たっては、通知により原則60人以上とした上で、定員20人以上の小規模保育所の設置を認めている。

〔新制度〕

・ 改正後の児童福祉法では、改めて保育所の最低定員を20人以上として明確に規定している。

・ また、新たに地域型保育給付の対象として位置付けられている小規模保育事業については、児童福祉法において、
6人以上19人以下として保育所と線引きしており、更に規模が小さい家庭的保育事業は5人を上限としている。
・ 居宅訪問型保育事業については、事業の性質上、１：１が基本となり、事業所内保育事業については、特段、定員に関す
る上限を設けていない。

【幼稚園関係】

・ 幼稚園に関しては、現在、最低利用定員の規制がなく、新制度においても同様である。現在、認可定員が20人未満の幼
稚園が全国で18園存在している。また、実員が20人未満の幼稚園が全国で８％（約1,000園程度）存在している。

【認定こども園関係】

〔現行〕
・ 現行の幼保連携型認定こども園は、幼稚園・保育所の認可を前提としているが、全体の定員が60人以上であれば、
保育所部分の定員は10人以上で可としている（社会福祉法の特例）。

・ それ以外の認定こども園については、幼稚園型認定こども園は幼稚園、保育所型認定こども園は保育所の認可を前提と
しており、地方裁量型認定こども園は認可外保育施設として取り扱われる。

〔新制度〕
・ 新制度における 新幼保連携型認定こども園については、保育所と同様、第2種社会福祉事業として位置付けられている
ことから、最低定員は20人以上とされている。

・ それ以外の類型は、現行と同様、それぞれの施設類型に基づく取扱いについて変更はない。

（論点１）利用定員の設定方法
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○ 上記の制度を前提として、確認制度上の利用定員を設定する際には、施設型給付の対象となる施設類型に応
じ、以下のような案をベースに最低数の考え方を整理していってはどうか。

※ 地域型保育事業が別途存在するため、施設型給付の対象となる施設のうち、少なくとも保育の必要な子どもを受け入れる施
設については、定員20人以上と整理する方が制度全体として整合的。

※ 幼稚園型、保育所型、地方裁量型の認定こども園の認可外部分については認可定員の概念がないため、施設型給付の対
象にするに当たり、確認制度上、利用定員を設定することが必要。

例１：施設型給付の対象施設の利用定員は、すべて２０人以上とする。定員２０人未満の既存施設については、
特例として施設型給付の対象とする。

例２：施設型給付の対象施設のうち、保育所と幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園の利用定員は、
２０人以上とする。 幼稚園、幼稚園型認定こども園・地方裁量型認定こども園については、最低利用定員
を設けない。

例３：施設型給付の対象施設のうち、保育所と認定こども園の利用定員は、２０人以上とする。幼稚園について
は、最低利用定員を設けない。（幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園は、施設全体では利用
定員20人以上に設定する。）

＜主なご意見＞

・施設型給付の対象施設類型に応じて最低数を決めていく考えが望ましい。保育所、認定こども園の利用定員
は２０人以上とすることが制度として整合性がある。幼稚園には、現行のように最低利用定員は設けないこと
とすべき。

・例３の考え方で良いのではないか。

・長期的には、公費投入先としてある程度の規模を求め、認定こども園への移行を含めた在り方を検討すべき。

【対応方針（案）】

施設型給付・委託費の対象施設については、地域型保育事業との区分を踏まえ、例３を基本とする。

※既存の幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園については、施設全体で２０人未満のものはない。

※地域型保育事業の利用定員の最低数については、認可基準と併せて今後検討。
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（論点１－２）子どもの年齢との関係

【現行制度】

○ 幼稚園は、年度途中の入園も可能であるが、受け入れ対象児童を満３歳から小学校就学の始期に達する
までの幼児とした上で、学年制をとっている。

○ 保育所は、随時入所決定するが、幼稚園と同様に４月入所が多く、年齢別のクラス編成を行っている施設も
ある。複数の年齢の子を合同で保育している施設もみられる。

【今後の検討に当たっての方向性】

例１：１号・２号・３号とも、各年齢別（１歳ごと）に定員を設定する。

例２：１号・２号・３号とも、配置基準上の年齢区分別（０歳／１・２歳／３歳／４・５歳）に定員を設定する。

例３：２号・３号のみ配置基準上の年齢区分別（０歳／１・２歳／３歳／４・５歳）に定員を設定し、１号は年齢別
の定員設定をしない。

例４：年齢別の定員設定をせず、１号・２号・３号のみ区分した定員を設ける。

＜主な意見（計画作成指針関係）＞

・０歳児のニーズ調査のためにも１歳刻みが妥当。

・1号・２号・３号の区分では保育士の必要数など施策の重要項目が把握できない恐れがある。

・子どもが柔軟に利用できるよう、量の見込みは大くくりで設定することが必要。

【検討に当たっての視点】

→保育は年度途中で人数の変動があり、とりわけ、地域型保育事業は年度途中においても子どもの入れ替わ
りが多いと想定されること、など柔軟な利用体制の確保をどう考えるか。

→併せて、保育士の確保、１歳からの保育利用体制の確保などをどう考えていくか。
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→市町村や都道府県の事業計画との関係をどのように考えるか。
（参考）「子ども・子育て支援法に基づく基本指針（概ねの案）」

・市町村・都道府県は、幼児期の学校教育・保育の「量の見込み」「提供体制の確保の内容、実施時期」

について、以下の区分で設定。（地域の実情等に応じてさらに細かい区分で設定することも可能）

・１号（３－５歳） ・２号（３－５歳） ・３号（０歳 ／ １－２歳）

【対応方針（案）】
①年度途中の入れ替わりにも柔軟に対応できるようにする必要があること
②計画の「量の見込み」等の区分との整合性を確保する必要があること
を踏まえ以下のとおりとする。
→ １号 ３－５歳
２号 ３－５歳
３号 ０歳 ／ １・２歳
※地域の実情等に応じてさらに細かい区分で設定することも可能。

※年齢別の受入れ数について、利用者への情報提供に努めることとしてはどうか。（運営基準の中で更に
検討。）

※ただし、柔軟な対応を可能とするため、一定の範囲内で一時的な定員超過を認めることとしてはどうか。

＜主な意見＞

・利用定員の設定については大くくりとした上で、年齢別の受け入れ数については利用者への情報提供義務を
課すこととしてはどうか。
・１号（３－５歳）、２号(３-５歳）、３号（０歳/１･２歳）とし、特に０歳、１－２歳については利用者への情報提供義
務を課すことが、柔軟性も保障され、自治体への負担等も考えると良いのではないか。
・都市部では幼稚園でも３歳児が入れないこともあるため、3歳を分けることが現実的ではないか。
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（論点１－３）保育標準時間・保育短時間区分との関係

【論点】

○ 保育の必要性の認定を受ける子どもに関しては、保育標準時間・保育短時間の区分を設けるが、利用者
に対し各施設が有する受入枠を明確にすることとの関係において、定員設定について検討が必要。

○ 保育短時間区分を設けるのは、パートタイム就労の子どもも保育の利用をしやすくすることで、その保育
ニーズにも応えていく趣旨。

【今後の検討に当たっての方向性】

例１：保育標準時間・保育短時間の区分を厳密に設ける。

※ 職員の配置ローテーション、収入に影響するため、施設の同意は必要となる。

例２：保育標準時間・保育短時間の区分を設けるが、利用調整に当たり、区分間での定員の増減を柔軟に
行う。

※ 職員の配置ローテーション、収入に影響するため、施設の同意は必要となる。

例３：保育標準時間・保育短時間の区分をしないで利用定員を設定する。

＜主な意見（計画作成指針関係）＞

・ニーズ調査段階で認定の上下限と利用時間数、保育料を確定させる必要。たたき台では希望日数、時間
数を調査して集計段階で保育標準時間・保育短時間に分けることにするか。

・的確なニーズ把握のためには定義を明確にすることが不可欠。

・子どもが柔軟に利用できるよう、量の見込みは大くくりで設定することが必要。

【検討に当たっての視点】

→保育の提供体制の確保との関係、公定価格及び利用者負担の設定との関係など柔軟な利用体制の確保
をどう考えるか。
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→市町村や都道府県の事業計画との関係をどのように考えるか。
（参考）「子ども・子育て支援法に基づく基本指針（概ねの案）」

・市町村・都道府県は、幼児期の学校教育・保育の「量の見込み」「提供体制の確保の内容、実施時期」

の設定に当たり、保育標準時間・保育短時間は区分しない。（地域の実情等に応じて区分することも

可能）

【対応方針（案）】

○保育標準時間、保育短時間は、働き方の状況によって年度途中でも変動が生じうるため、柔軟な対応が可能と
なり、また自治体の事業計画とも整合性が図られるよう、上記例３（保育標準時間・保育短時間の区分をしないで
利用定員を設定する）を基本とする。
その上で、地域の実情等に応じて市町村の判断又は事業者の申請により区分することも可能とする。

＜主なご意見＞

・対応方針案に賛成。
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○ 上記１の通り、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、認可定員の範囲内で利用定員を設定
する。その際には、認可権者であり需給調整を行う都道府県知事と協議する。

※ 具体的な利用定員の設定に当たっては、地方版子ども・子育て会議等の意見聴取において、その考え方に
ついて諮るなど、確認の透明性・客観性の確保が必要。

○ 都道府県は、保育所の認可等を行う際には、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に基づき、認可等の可
否（需給調整の必要性の有無）を判断する。その際には、確認権者であり給付を行う市町村長と協議する。

○ このような仕組みを通じ、認可制度と確認制度の間で整合が図られるようになっており、認可制度上の認可定員
と確認制度上の利用定員は、一致するのが基本である。

○ しかし、「認可定員≧利用定員」の範囲で、異なる定員数になる場合も想定され得る。例えば、実際の利用児童
数が認可定員を下回ったり（定員割れ）、逆に認可定員を上回ったり（定員超過）している場合がみられ、そのよう
な場合に、確認制度上の利用定員をどのように取り扱うのが適切か、検討が必要である。

２．定員割れ、弾力化等の取扱い

Ａ幼稚園

Ａ幼稚園 認可定員 利用人員

３歳以上 150名 100名

Ｂ保育所

Ｂ保育所 認可定員 利用人員

３歳以上 100名
（75名、25名）

75名

３歳未満 50名

※定員割れとなっている状態

※３歳未満に対して定員弾力化
を行っている状態

認定
３歳以上 ３歳未満

1号 2号 3号

供給量 75名

需要量 100名 80名 75名

市町村事業計画

（イメージ）

150名か100名か

ニーズ調査等により需要量を把握

50名か25名か

13



＜認可定員に対して実利用人員が過少である場合の利用定員の取扱い＞

○ 現行制度上、保育所においては、認可定員数に応じて保育所運営費の保育単価が設定され、利用児童数が認可
定員数に満たない定員割れの場合は、設置者が必要に応じて認可定員数を変更している。一方、幼稚園において
は、利用児童数が認可定員数に満たない定員割れの場合は、認可定員数の変更を行わなくても、実際の利用人員
数に応じて都道府県から私学助成がなされている。
○ 「参議院・社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における子ども・子育て関連３法に対する附帯決議」にお
いては、「施設型給付等については、（中略）定員規模や地域の状況など、施設の置かれている状況を反映し得る機
関補助的な要素を加味したものと（中略）すること。」こととされている。この新制度の給付は、確認制度上の利用定
員数に基づいて運用される。
○ このため、実態と乖離した「認可定員」をそのまま「利用定員」とすることとした場合、
① 市町村計画・都道府県計画上の「供給」量が、現実の供給量より過剰に見込まれ、必要な施設の新規参入が難
しくなる
② 施設によっては、経営の実態に合わない低い給付単価が適用される（例：100人の利用を前提とした教員体制等
であるのに、150人施設に適用される低い単価の給付が100人分支給されるのみ）
といった問題が生じる。
○ 「認可定員」を実態に合わせて引き下げた上で、「利用定員」と一致させることも考えられるが、私立幼稚園につい
ては、認可定員の変更には、私立学校審議会への意見聴取を経て都道府県の認可を受けるという煩瑣な手続が必
要となる。
※ 保育所の場合は、認可定員の変更は届出事項。

【対応方針(案)】
○ 市町村が設定する確認制度上の利用定員数は、認可定員数の変更をせずとも、実際の施設の利用状況を反映し
たものとする。
※ 事業計画では、確認制度上の利用定員（この場合、実際の利用定員数）を記載することから、認可定員数と
利用定員数の差分は、市町村事業計画の中で供給量としてはカウントしないこととなる。

（論点２）定員割れの場合の取扱い
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＜認可定員に対して実利用人員が過大である場合の利用定員の取扱い＞

○ 保育所では、待機児童が増加する中で、定員弾力化（最低基準を満たすことを前提に、認可定員を超過して入所
できるようにすること）を行うことで対応している市町村が多く、約８０％の市町村において認めており、約６８％の市
町村において実際に保育所が弾力化を実施している。

※ 1,753市町村のうち、1,397市町村（79.7％）において認めており、うち実施している保育所がある市町村は1,183（67.5％）（平成
20年12月1日現在。平成20年地域児童福祉事業等調査）

※ 収容定員内の実員に応じた補助（私学助成の一般補助）を行い、収容定員に係る学則の変更に認可が必要となる幼稚園に関
しては、このような取扱いはない。

※ 年度当初は１５％まで、年度途中は２５％までといった制限を設けていた時期もあったが、平成２２年度より、こうした制限は設
けていない。

※ ２年間連続して常に利用人員が定員を超えており、かつ、年間平均で定員の１２０％を超える受け入れを行っている場合、定
員の見直しを求めている（ただし、強制力はない）。

○ 新制度の給付は、確認制度上の利用定員数に基づいて運用されるため、定員割れの場合と同様、認可定員超過
が常態化している場合についても、市町村が設定する利用定員数には、実際の施設の利用状況が反映されるのが
自然と考えられるが、その場合、認可制度という規制の枠組みに基づく定員を超えて確認制度上の利用定員を設
定することについて、どのように考えるか。

＜主な意見＞
・待機児童対策としてやむを得ないが、認可定員と利用定員はできる限り一致させるべき。
・認可定員の範囲内で設定。
・認可定員の範囲内が基本であるが、年度内の変動には柔軟に対応できるようにする必要。
・認定区分ごとの利用定員は柔軟に弾力化できるようにすべき。

（論点３）定員超過の場合の取扱い（定員弾力化等）

15



○ 一方、保育については、性質上、年度当初（4月）から年度後半に向けて利用人員が増え、3月にピークを迎えて、
卒園により翌年度当初（4月）に大幅に落ち込み、再び後半に向けて増えていく傾向がある。そのような保育制度
の特性を踏まえた対応、また、定員弾力化措置が待機児童対応に果たしてきた役割を考慮したとき、どのような対
応が適切か。

○ 当該施設の利用定員の設定の考え方に対応して、市町村事業計画の中での供給量のカウントをどのように取り
扱うのが適切か。

○ また、この際、例外的な取扱いについても併せて検討が必要ではないか。

（例外的な取扱い：例）

・保護者の就労状況の変化に対応した1号定員と２号定員の取扱い（後述・論点４）

・障害児保育など特定の機能を有する場合

・措置に対応する場合

※ 児童福祉法２４条に基づく措置については、①虐待のおそれがある場合（４項）、②やむを得ない理由により給付を受けることができ
ない場合（５項）、を対象としている。

※ 介護保険制度では、５％の上限が設けられている一方、障害者自立支援制度では特に上限は設けられていない

・災害などの場合

※介護保険制度、障害者自立支援制度では、災害の場合は特段の上限を設けていない。

・他の施設・事業が撤退又は定員を減少させた際に、当該施設・事業を利用していた子どもの受け皿となる場合

16



○ 小規模保育事業の定員弾力化について

【第4回子ども・子育て会議基準検討部会（平成25年8月29日）資料１ 28ページ】

②定員弾力化の取扱い

→小規模保育事業の利用定員の上限（19名）の範囲内であれば、認可基準を満たす前提で、認可・確認時

において設定した定員を超えて弾力化することを認める方向で検討する。

（例）利用定員15名と設定した小規模保育が年度途中で３名受け入れるなど。

→19名を超える定員の弾力化の取扱いについては、本来の事業定義を変えかねないことから、確認制度に

おける利用定員の議論を踏まえて慎重に検討する。

※離島、へき地など児童人口減少地域における定員は、弾力的に取り扱う方向で更に検討する。

※それ以外の地域においても、年度中の利用児童数の変動が比較的大きいと想定されることを踏まえ

て、更に検討する。

【対応方針(案)】

○幼稚園、保育所、認定こども園等の利用定員は、認可定員の範囲内で設定することを基本とする。
○その上で、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用定員（認可定員）を上回る受入れについては、他制度におけ
る取扱いを参考としつつ、保育制度の特性や定員弾力化措置が待機児童対応に果たしてきた役割を踏まえ、基
準検討部会における公定価格等の議論と併せて検討する。

(備考) 論点２のケースにおいて、実利用人員が利用定員を上回る場合の取扱い
→認可定員の上限の範囲内であれば、利用定員を超えて弾力的な受入れを可能としてはどうか（実利用人員に
応じた基準を満たすことが前提）。

※特に幼稚園については、直接契約である事に留意。

その上で、実利用人員が利用定員を恒常的に上回っているケースについては、利用定員を適切に見直すことが
基本であるが、利用定員の見直しを行わない場合の取扱いについては、論点３の対応方針を踏まえた検討が必
要ではないか。
（例）幼稚園の認可定員180名、利用定員120名とした場合に、125名を受入れるなど。 17



◎介護保険制度
○ 災害、虐待の受け入れ等やむを得ない場合を除き、月の平均利用者数が、運営規程に定めた利用定員を超えた場合（又
は看護職員・介護職員が指定基準に満たない場合）、定員超過利用減算として、報酬の３０％を減算

○ 上記の通り、やむを得ない場合、当該事由が解消するまでの間、定員超過による減算を行わないことにしている。

○ また、老人福祉法に基づく措置を受け入れる場合は定員を超えて受け入れることを可能としている（定員の１０５％まで。
定員超過利用減算を行わない。）。

◎障害者自立支援制度
○ 利用者の数が、定員を上回って一定以上になった場合は、定員超過利用減算として、基本報酬の３０％を減算。

○ ただし、下記（１）、（２）のいずれかに該当するまでは、定員を超えて受け入れることを可能とする（定員超過利用減算を行
わない）。

○ なお、身体障害者福祉法等に基づく措置を受け入れる場合、災害等やむを得ない場合については、利用者数に含めない
（＝減算の対象外）ことが可能。

（１） 過去３ヶ月間の利用実績による取扱い
○ 通所サービス：過去３ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に、１２５％を乗じて得た数を超えること

※ ただし、定員１１人以下の場合は、過去３ヶ月間の利用者の延べ数が、定員の数に３を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超
えること

○ 入所サービス：過去３ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に、１０５％を乗じて得た数を超えること

（２） １日当たりの利用実績による取扱い
① 定員５０人以下の場合
○ 通所サービス：定員の１５０％を超えること
○ 入所サービス：定員の１１０％を超えること
② 定員５１人以上の場合
○ 通所サービス：定員から５０を差し引いた数に１２５％を乗じて得た数に、７５を加えた数を超えること
○ 入所サービス：定員から５０を差し引いた数に１０５％を乗じて得た数に、５５を加えた数を超えること

参考・介護保険と障害者自立支援の定員超過受け入れについて
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（１）論点
○ 保護者の就労状況が変化した場合、支給認定の区分は変更することとなるが、子どもが通う施設の変更はでき
る限り避けるべきである。このため、認定こども園等における弾力的な対応について検討する必要がある。

（２）今後の検討に当たっての方向性

①２号認定を受けている子どもが、保育を必要性の認定要件に該当しなくなった場合

ⅰ）認定こども園の場合（１号認定の定員あり）

○ １号定員に空きがある場合は、引き続き同じ施設を利用可能。

○ １号定員に空きがない場合

（例）１号定員の変更は求めず、一定の範囲内であれば一時的な定員超過を認める。

ⅱ）保育所の場合（１号認定の定員を有しない）

○ 少なくとも当該年度内は引き続き同じ施設を利用できるよう、特例施設型給付の対象とするか。

※幼保連携型認定こども園で１号定員を有していない場合も、少なくとも当該年度内は引き続き同じ施設を利用でき
るようにする。

②１号認定を受けている子どもが、保育の必要性の認定要件に該当するようになった場合

ⅰ）認定こども園の場合（２号認定の定員あり）

○ ２号定員に空きがある場合は引き続き同じ施設を利用可能。

○ ２号定員に空きがない場合

（例）２号定員の変更は求めず、一定の範囲内であれば一時的な定員超過を認める。

ⅱ）幼稚園の場合（２号認定の定員を有しない）

○ １号認定から２号認定へと変更を行うには、保護者の意志により認定区分の変更を申請することが前提となるた
め、就労後も同じ幼稚園に通うことを希望するのであれば、そもそも認定区分の変更手続きを行わないのではないか。
（特段の対応は不要ではないか）

（論点４）保護者の就労状況の変化に対応した１号の利用定員と２号の利用定員の取扱い
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＜主な意見＞
・認定こども園は、保護者の就労状況にかかわらず柔軟に対応しており、それが損なわれないようにすべき
・年度途中の認定変更にも柔軟に対応できるようにすべき。

【対応方針】
①・②のケースともに、基本的には柔軟な取扱いとすることを基本とする。
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※自治体におけるシステム構築のため、早期に方向性を固める必要

（１）概要

○ 子ども・子育て支援法では、施設・事業の透明性を高め、教育・保育の質の向上を促していくため、教育・保育施
設の設置者、地域型保育事業の事業者に対して、確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとする際などに、当
該施設・事業において提供する教育・保育に係る情報を都道府県知事に報告することを求めている（子ども・子育て支
援法第58条第1項）。

○ 都道府県知事は、上記の報告を受けた後、その報告の内容を公表しなければならないこととされている（同法第58
条第２項） 。

（２）情報公表の項目

○ 「子ども・子育て新システムに関する基本制度」では、以下の項目について情報開示を行うこととされている。
ア 学校教育・保育の理念など、施設の運営方針
イ 学校教育・保育の内容及びその特徴
ウ 一人の職員が担当する子どもの数
エ 職員の保有免許・資格、常勤・非常勤の別や経験年数・勤続年数
オ 定員以上に応募がある場合の選考基準
カ 上乗せ徴収（実費徴収を除く）の有無
キ カで「有」の場合、その理由及び上乗せ徴収額等

※ 学校教育・保育の質に直接関わる職員の常勤・非常勤の別、経験年数等については、公定価格への反映を検討する。

○ 上記の他にどのようなものがあるか、検討が必要。

３．情報公表の取扱いについて

＜主な意見＞
・重大な事故情報や財務情報については、公表を行うべき
・利用者にとってなるべく分かりやすい仕組みが必要。第三者評価、自己評価は追加すべき。
・施設・事業の規模にかかわらず一律の内容とするかどうか。
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【対応方針】

→現行の幼稚園、保育所、認定こども園の情報公表の仕組みやこれまでの議論を踏まえ、情報公表の具体的項目
としては、以下のような内容とする。

＊運営基準のあり方に関する検討（基準検討部会）を踏まえ、教育・保育施設、地域型保育事業の類型に応じ
て、更に検討。

１．基本情報
（法人）
・名称、所在地等連絡先 ・代表者の氏名等
・設立年月日 ・同一都道府県で運営する教育・保育施設等

（施設）
・教育・保育施設の種類（認定こども園（４類型）、幼稚園、保育所）、地域型保育事業の種類（小規模保育、家庭的
保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）
・名称 （※１） ・所在地等連絡先 ・事業所番号
・施設長の氏名等 ・認可・認定・確認年月日 ・連携施設の状況（地域型のみ）
・施設設備の状況（居室面積、定員、園舎面積、園庭等の状況）※２
・職員の状況（職種ごとの職員数、免許の有無／専従兼務／常勤・非常勤／直接雇用(有期・無期)・派遣別、
勤続年数・経験年数等）
・職員１人当たり子ども数 ・過去３年間の退職職員数 ・利用定員、学級数、在籍子ども数
・開所時間等 ・障害児対応

※１ 認定こども園の場合は、その名称および構成する施設（幼稚園、保育所）の名称
※２ 既存の幼稚園・保育所から移行した幼保連携型認定こども園の場合、

移行特例を適用した施設については、移行特例の適用状況を含む。

２．運営情報
・施設の運営方針 ・教育・保育の内容・特徴 ・選考基準
・利用手続 ・利用者に対する事前説明等の状況 ・事故発生時の対応
・利用料等に関する事項（実費徴収・上乗せ徴収の有無・理由・その額を含む）
・障害児保育・特別支援教育、一時預かり、子育て支援、保護者会等の実施状況
・給食の実施状況（アレルギー対応を含む） ・相談、苦情等の対応のための取組の状況
・秘密保持のための措置 ・自己評価等の結果
・子ども・子育て支援法第３９条第３項・第５項、第５１条第２項・第４項、第５７条第２項、第４項の規定により公表
・公示された旨

・その他都道府県が必要と認めた事項
22



＜主な意見＞

（正規・非正規の別について）
・常勤・非常勤の別をきちんと整理すれば、正規・非正規は不要ではないか。
・透明性の確保、質向上のために必要。
・ＯＥＣＤでも使用されており、常勤・非常勤でよい。
・常勤・非常勤や平均勤続年数では質を判断できず、無期、有期、派遣の別（正規・非正規ではなく）を公表すべき。

(事故発生時の対応について） →論点１
・事故発生時の対応をあらかじめ定めて公表することは賛成。「事故」の定義について議論が必要ではないか。
・保護者としては、過去に発生した事故の情報も知りたい。
・重篤な結果をもたらした事故については、発生の有無を公表すべき。
・重大な事故の記録は、事業主体が公表することとすべき。
・不適切事業者の参入を事前に阻む効果もある。基準において、報告・分析・改善・公表の仕組みとすべき。
・発生状況だけでなく、改善状況に重点を置いた対応とすべき。
・事故情報の公表は丁寧にしないと廃園となるおそれがある。情報公表制度ではなく、基準で議論すべき。
・事故隠しをした場合の指導監督を担保すべき。
・事故の未然防止のため、運営基準で対応する。公表項目に入れるべきではない。
・事故の発生ではなく、指導監督に従ったか否かで判断すべき。

（前年度の施設会計について） →論点２
・事業主体が公表することとすべき。また、法人全体の会計の公表も必要。
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＜主な意見＞

(その他）
・特に職員の状況や障害児対応、自己評価の結果等の掲載は不可欠。
・認定こども園の構成施設の名称の公表は、利用者にとって、その施設が認定こども園なのか幼稚園/保育所なのか
分かりにくいのではないか。
・子ども・子育て支援法第３９条第３項等の規定により公表・公示された旨(指導を受けて改善が遅れていること）は保護
者としては知りたい。

・公表項目については、親の選択に資するかという観点、教育・保育の質の確保の観点から、5年ごとに見直し
を行う必要があるのではないか。
・バリアフリー化や環境への取組、研修の実施状況等を公表すべき。
・疾病対応、予防接種の実施等を公表すべき。
・外部監査結果を公表すべき。
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論点１ 「市町村に報告された重大な事故の記録」を情報公表の項目とするか
（検討の視点）

・ 「重大な事故の記録」を公表する趣旨として、①利用者の施設・事業の選択のための判断材料とするためか、②事
故情報を集約、分析することで、新たな事故の未然防止を図るためか、整理が必要。

＊ 同じく情報公表の仕組みを導入している介護保険制度においては、「重大な事故の記録」は、公表項目とされて
いない。

＊ 消費者安全法など他制度においても、事業者が特定される情報の公表については、意見陳述の機会の付与な
ど慎重な手続きを課している。

・ 「利用者による選択の判断材料」（上記①）であれば、個別施設・事業の情報公表制度の項目とすることになる。この
場合、以下の点に留意が必要。

・ 「教育・保育の提供」と「重大な事故」との因果関係が裁判等で争われている場合でも公表対象とするのか否か

・ 事故発生が経営問題に直結するため、乳児や障害・疾病がある子どもの受入れを避けることにつながるおそれ

はないか

・ 「現在不適切な運営が行われている施設・事業か否か」という観点からは、「勧告に従わなかった旨の公表」「措
置命令を受けた旨の公示」が重要な意味を持つのではないか

・ 「新たな事故発生の未然防止」（上記②）であれば、本制度ではなく、別途事故情報の集約・分析・周知のための仕
組みが必要。運営基準の議論の中で、市町村への報告義務との関係を含めて更に検討。

→重大な事故の記録については、都道府県による情報公表制度ではなく、新たな事故発生の未然防止の観点から、
市町村への報告義務等に関して、更に検討（４３ページ参照）。

論点２ 「前年度の施設会計」を情報公表の項目とするか
【対応方針（案）】
○都道府県による情報公表制度ではなく、事業主体ごとに公表することについて、運営基準において求めていく方向
を基本とし、外部監査結果の取扱いを含め、情報公表の在り方について、更に検討（４６ページ参照）。
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（３）公表の方法（情報の更新頻度、報告・公表方法等）

【対応方針（案）】

→情報公表制度の趣旨に照らせば、利用者にとって活用しやすいものとなるよう、インターネット等の活用を図るこ
ととする。

→一方で、自治体や事業者にとって過度な負担とならないような配慮も必要。情報公表は確認制度の一環として行
われるものであり、確認時に市町村が把握する情報との整合性を図るとともに、認可・確認事務に係る電子情報
システムの適切な活用（＝事業者が自ら公表すべき項目との役割分担）を図ることが考えられる。

→公表項目の性質に応じて、事業開始（＝確認）時に公表するもの、事業開始後定期的に更新するもの、が考えら
れる。

→更新頻度等については、情報の流動性、事業者等の事務負担、他制度の例等を踏まえて、実務的に更に検討。

＜主な意見＞
・公表の際はインターネットを活用すべき。
・各施設・事業者のホームページでも公表し、保護者が比較できるようにするべき。
・事業者の公表については、インターネット環境が整っていない事業者にも配慮し、施設での掲示も認める必要。
・利用者は市町村とやりとりを行うため、市町村でもスムーズに情報を見られるような対応が必要。
・ 更新が必要な項目については、たとえば３年ごとなど、一定の目安を提示することが必要ではないか。
・毎年更新するべき。
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公表項目案① （基本情報）

項目案

現行制度

幼稚園
（学校評価ガイドラインにおける例示）

保育所 認定こども園

法
人

・名称、所在地等連絡先
・代表者の氏名等
・設立年月日
・同一都道府県で運営する教育・保育施設等

・設置者に関する事項 ・名称
・住所
・代表者の氏名

施
設
等

・教育・保育施設の種類、地域型保育事
業の種類
・名称
・所在地等連絡先
・事業所番号
・施設長の氏名等
・認可・認定・確認年月日
・連携施設の状況（地域型のみ）

・施設設備の状況（居室面積、定員、園
舎面積、園庭等の状況）
※既存の幼稚園・保育所から移行した幼保連携
型認定こども園の場合、移行特例を適用した施
設については、移行特例の適用状況を含む。

・職員の状況（職種ごとの職員数、免許
の有無／専従兼務／常勤・非常勤／直
接雇用(有期・無期)・派遣別、勤続年数・
経験年数等）
・職員１人当たり子ども数
・過去３年間の退職職員数
・利用定員、学級数、在籍子ども数

・開所時間等

・障害児対応 等

・園庭等の面積
・遊具の設置状況等

・教職員数、勤続年数の分
布、免許種別等

・園児数・学級数

・教育時間や教育内容、及
び休業日

・研修の実績等

・名称
・位置

・施設設備の状況
・入所定員
・職員の状況

・入所状況

・認定こども園の場合、保育
に欠ける子ども・欠けない
子どもの数
・開所している時間

・認定こども園の場合、その
旨

・名称

・長の氏名

・保育に欠ける乳児又は幼
児の数、保育に欠けない
子どもの数

・母体施設の類型、名称、
所在地 27



公表項目案② （運営情報）

項目案

現行制度

幼稚園
（学校評価ガイドラインにおける例示）

保育所 認定こども園

・施設の運営方針

・教育・保育の内容・特徴

・選考基準

・利用手続
・利用者に対する事前説明等の状況

・事故発生時の対応

・利用料等に関する事項（実費徴収・上乗せ徴
収の有無・理由・その額を含む）

・障害児保育・特別支援教育、一時預かり、子
育て支援、保護者会等の実施状況

・給食の実施状況（アレルギー対応を含む）

・相談、苦情等の対応のための取組の状況
・秘密保持のための措置
・自己評価等の結果

・子ども・子育て支援法第３９条第３項・第５項、
第５１条第２項・第４項、第５７条第２項、第４
項の規定により公表・公示された旨
・その他都道府県が必要と認めた事項

・学校の運営方針や教育課
程

・教育方針（建学の精神や
教育目標等）

・園児募集（説明会等の日
程、障害児の入園相談の
実施）

・入園料、保育料、給食費

・預かり保育・子育て支援
の実施状況等
・季節の行事等の実施状況

・給食等の実施状況・保護
者会等の活動状況

・学校評価結果

・保育所の保育の方針

・市町村の行う保育所保育
の概況

・私立認定こども園の場合、
選考の方法

・保育所への入所手続に関
する事項

・保育料の額

・認定こども園の場合、保
育に欠けない子どもの利
用料の額

・教育及び保育の目標並び
に主な内容
・子育て支援活動の内容
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（参考） 子ども・子育て支援法

（勧告、命令等）

第三十九条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施
設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 （以下略）

２ 略

３ 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

４ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな
かったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

５ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る
教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。

（勧告、命令等）

第五十一条 市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者
に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 （以下略）

２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わ
なかったときは、その旨を公表することができる。

３ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったと
きは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

４ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

（勧告、命令等）

第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者（同条第四項の規
定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。）が、同条第一項に規定す
る内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務
管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適
正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

２ 市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わ
なかったときは、その旨を公表することができる。

３ 市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった
ときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

４ 市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

５ 略 29



（１）概要

○ 上記１において記載されているとおり、給付費（委託費）の対象となる教育・保育施設、地域型保育事業者の運営
に関する基準については、その対象とすべき事項に関する検討が必要となる。

○ 加えて、国基準のうち、

・「小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関
連するもの」事項は「従うべき基準」

・「それ以外の事項」については「参酌すべき基準」

となることから、この分類に関する検討も併せて必要。

○ 併せて、認可基準において定めている事項又は定めるべき事項との関係についても留意が必要。

※ 介護保険制度における特別養護老人ホーム等についても、認可基準と指定基準において重複している項目、指定基準のみに
おいて定められている項目等が存在。

１．運営基準について

４－１．運営基準に係る論点について
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（１）運営基準に規定することを検討する事項について

○ 運営基準に規定する内容については、例えば、以下のような事項が考えられる。

○ このうち、運営基準において規定する内容と同基準の運用に当たって通知等により明確化していく内容等を整理しつつ、
対応方針を検討する。

２．運営基準の主な検討項目等について

分類 主な検討事項（案）

利用開始に伴う基準

・内容・手続きの説明、同意、契約

・応諾義務（正当な理由のない提供拒否の禁止）

・定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考

・支給認定証の確認、支給認定申請の援助

教育・保育の提供に伴う基準

・幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供

・子どもの心身の状況の把握

・子どもの適切な処遇（虐待の禁止等を含む）

・連携施設との連携（地域型保育事業のみ）

・利用者負担の徴収（実費徴収、上乗せ徴収を含む）

・利用者に関する市町村への通知（不正受給の防止）

・特別利用保育・特別利用教育の提供（定員外利用の取扱い）

管理・運営等に関する基準

・施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等の重要事項を定めた運営規程の策定、掲示

・秘密保持、個人情報保護

・非常災害対策、衛生管理

・事故防止及び事故発生時の対応

・評価（自己評価、学校関係者評価、第三者評価）

・苦情処理

・会計処理（会計処理基準、区分経理、使途制限等）

・記録の整備

撤退時の基準 ・確認の辞退・定員減少における対応（利用者の継続利用のための便宜提供等）
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（２）主な検討項目・論点

①利用開始に伴う基準

ⅰ）提供する教育・保育の内容及び手続きの説明、同意、契約
○ 事前説明を要する重要事項の範囲、内容、方法（文書交付など）、契約様式に関する考え方など、実務面における
対応について検討が必要

※ 介護保険等では、契約に関しては社会福祉法に基づき書面による契約が求められている。
※ 保育の利用に係る契約においては、通常保育の利用日・利用時間帯の明示等が必要

＜主なご意見＞
・私立保育所に対する保育の委託については、保護者との公的契約書を添付した文書上で、市町村長と施設の設置者との間で委託契約
書を締結することとする必要があるのではないか。
・事前によく説明することは必要。そのコストについても公定価格上、評価してほしい。

【対応方針（案）】

○ 施設・事業者が適切な教育・保育を提供するため、提供の開始に当たって、あらかじめ、保護者に対して事前説明
を行った上で、同意を得ることを求めることとする。

○ その際、事前説明を要する事項としては、
・運営規程（③ⅰ）参照）の概要
※施設・事業の目的・運営方針、教育・保育の内容、職員体制、開所日・時間、利用者負担（実費徴収・上乗せ徴収を含む）等

・苦情処理体制（③ⅵ）参照）
・事故発生時の対応（③ⅳ）参照）
といった、施設・事業の選択に資すると認められる事項を対象とする。

※ これらの事項については、事前説明と相まって、情報公表の対象にもなることで、保護者もこうした情報をあらかじめ参考にした上
で、施設を選択し、利用を希望することが見込まれる。

○ また、事前説明の方法については、パンフレット、説明書などの文書の交付とともに丁寧に説明することを基本と
する。その際、保護者の申出に対応して、文書の交付に代えて電子ファイル等を提供することも可能とする。

○ その上で、教育・保育の利用に当たっては、公立保育所、認定こども園、公私立幼稚園、地域型保育事業につい
ては、施設・事業者との契約、私立保育所については市町村との契約になることを踏まえ、重要事項の説明書のモデ
ル等、運用上、求める手続き等に関して、更に検討していくこととする。
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ⅱ）応諾義務

○ 利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされているが、「正当な
理由」の範囲、内容（滞納、保護者とのトラブルなど）について、どう考えるか。

※ 応諾義務と関連して、児童福祉法に基づく措置制度の運用方法についても検討が必要

＜主なご意見＞
・正当な理由について、明示しておく必要があるのではないか。保育料を滞納した場合の取扱いは、認定こども園制度における対応の検証を踏
まえて、新制度のあり方について検討すべきではないか。

・障害児の対応に関して何らかの方針を打ち出すべきではないか。
・特別な事情がある場合として、障害児福祉分野との連携を含め、施設・事業の受け入れ能力、体制がない場合の整理をすべきではないか。
・地域型保育事業の卒園後の受け皿としての優先枠との関係について、整理すべきではないか。
・応諾義務の範囲について、「正当な理由」は慎重にあるべき。 単なるトラブルなどは認められず、滞納についても様々であり、一律に認められ
るべきではないのではないか。

・自主的な運営が保障されている私立学校の特性が維持できるよう、それぞれの園が保護者との契約関係で決められるようにすべき。
・特別な支援が必要な子どもに関しては、あっせんも含めた対応が必要。
・応諾義務に関しては、障害児を受け入れない施設もあり得ることから、しっかり担保できる仕組みにしてほしい。加配等の裏付けも重要。

【対応方針（案）】

○ 「正当な理由」については、①定員に空きがない場合、②定員を上回る利用の申込みがあった場合（選考が必
要）、③その他特別な事情がある場合などを基本とする。

○ このうち、③については、特別な支援が必要な子どもの状況と施設・事業の受け入れ能力・体制との関係、利用者
による利用者負担の滞納との関係、設置者・事業者による通園標準区域の設定との関係、保護者とのトラブルの関
係などについて、慎重に整理をした上で、その運用上の取扱いについて示していくこととする。

※その際には、情報公表、代行徴収制度の有無や措置制度の運用（児童福祉法）との関係、直接契約と委託の違
い等についても留意。

○ 利用申込みに対して、施設・事業者が自ら適切な教育・保育を提供することが困難であるとして「正当な理由」に該
当する場合、他の適切な施設・事業者への連絡又は当該施設・事業の紹介、市町村によるあっせんの要請等、必要
な措置を講じなくてはならないこととする。

○ また、市町村又は他の施設・事業者が行う連絡調整等については、できる限り協力することとする。（後述④撤退
時の対応も参照）
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ⅲ）定員を上回る利用の申込みがあった場合の選考

○ 定員を上回る利用の申込みがあった場合については、国が定める選考基準に基づき選考を行うこととなるが、選考
方法について、あらかじめ明示しておくことを求める。

＜主なご意見＞
・特別な支援が必要な子どもを受け入れる体制が整っている場合には、確実・優先的な選考が必要ではないか。身体的なハンデをもつ子ども
や経済的ハンデがあっても、同じように教育・保育が受けられる観点が必要。
・選考基準については、各園の判断により設定できるようにしてほしい。

【対応方針（案）】

○ 教育標準時間認定を受けた子どもの場合、①抽選、②先着順、③建学の精神等設置者の理念に基づく選考など
の方法により、各施設・事業者においてあらかじめ選考方法を明示した上で、行うこととする。

※情報公表事項にも含まれている。

○ 特別な支援が必要な子どもの体制が整っている施設の場合、特別な支援が必要な子どもを優先的に選考できる
こととする。

○ また、保育認定を受けた子どもの場合は、市町村が利用調整を行う。（優先利用に係る取扱いの中で整理）

34

＜参考＞子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案） （平成２５年８月６日内閣府事務連絡）
第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項
二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項
２ （二） (1) また、市町村は、特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育を利用できるよう、あらかじめ、関係部局と連携して、地域にお
ける特別な支援が必要な子どもの人数等の状況並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における特別な支援が必要な子
どもの受入れについて可能な限り把握し、必要な調整を行った上で、教育・保育の提供体制を確保すること。なお、障害児等特別な支援が
必要な子どもが教育・保育を利用する際には、必要に応じて障害児相談支援等との連携を図るほか、利用手続を行う窓口において、教育・
保育以外の関連施策についても基本的な情報や必要な書類の提供を行うとともに、教育・保育施設、地域型保育事業を行う者等は、施設
の設置、事業の運営に当たり、円滑な受入れに資するような配慮を行うことが望ましい。



ⅳ）支給認定証の確認、支給認定申請の援助

【対応方針（案）】

○ 受給資格を確認するため、施設・事業の利用開始に当たって、支給認定証の確認（利用期間等）を行うこととす
る。

○ 支給認定申請が行われていない場合には、介護保険制度などを踏まえ、申し込みの意思を踏まえて、速やかに適
切な申請がなされるよう援助をすることとする。（申請時から支給認定決定日までの間は特例給付の対象とすること
が可能）

※ 教育標準時間認定の申請については、利用施設の内定後に、認定こども園・幼稚園を通じて簡素に手続きを行
う ことを可能とする。
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②教育・保育の提供に伴う基準

ⅰ）幼稚園教育要領、保育所保育指針等に則った教育・保育の提供

＜主なご意見＞

・地域型保育事業も、細部の検討は必要であるが、保育所保育指針に準じた保育の保障をしていくべき。

【対応方針（案）】

○ 幼稚園は幼稚園教育要領、保育所は保育所保育指針、幼保連携型認定こども園は幼保連携型認定こども園保育
要領（仮称）に基づき（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は幼保連携型認定こども園保育要領の内容も踏
まえる）、子どもの心身の状況を踏まえ、適切に教育・保育を提供しなくてはならないこととする。
○ 地域型保育事業は保育所保育指針に準じて、子どもの心身の状況を踏まえ、適切に保育を提供しなくてはならない
こととする。

ⅱ）子どもの適切な処遇（虐待の禁止等を含む）

【対応方針（案）】

○ 現行の保育所における基準や障害児支援制度における指定基準を参考に、以下のような事項を求めることとす
る。

①利用児童の平等取扱い

・入所者の国籍、信条、社会的身分又は費用を負担するか否かにより差別的取扱いをしてはならない。

②虐待等の禁止

・職員は、入所者に虐待その他心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

③懲戒に係る権限の濫用防止

・懲戒に関し入所者の福祉のため必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の権限濫用をしてはならない。
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ⅲ）連携施設との連携（地域型保育事業のみ） ※ 詳細については、地域型保育事業の認可基準と並行して検討。

【対応方針（案）】

○ 地域型保育事業を行う事業者に対し、①保育内容に関する支援、②卒園後の受け皿、の観点から、連携施設の
設定を求めるとともに、連携内容等を明確にするよう努めることを求めることとする。

○ 特に、連携施設の関係において、経費が必要となったり、利用枠の設定などの形で確実な履行が担保されるべき
①保育内容の支援として、連携施設から給食の外部搬入を行う場合及び合同で嘱託医の健診を受ける場合
②卒園後の受け皿として、連携施設に小規模保育からの優先的な利用枠を設ける場合
は、協定書等（契約書、覚書等）の締結を求め、どの施設と連携関係にあるのか、情報公表項目として明示していくこ
とを求めることとする。（それ以外の場合であっても、明示することは可能）

※①ⅰ）の重要事項の説明事項とするかは要検討。

○ 教育・保育施設について、連携の求めがあった場合、市町村の調整に協力するよう努めることとする。
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ⅳ）上乗せ徴収等の取扱い
○ 施設・事業者は、法に定める利用者負担を受領するものとすることを求め、その上で、それ以外に実費徴収・実費徴
収以外の上乗せ徴収をすることができる旨を定めることを基本とする。（公定価格に係る検討と並行して検討すること
とするか）

○ 実費徴収に限度を設けるかどうか。
※ 実費徴収に係る補足給付を行う事業との整合性が必要。

○ 実費徴収、実費以外の上乗せ徴収を行う場合、各施設・事業者においてあらかじめ額や理由を明示することを求め
る。
※ 公立施設・社会福祉法人立施設による上乗せ徴収の取扱いについても検討が必要。

＜主なご意見＞
・経営実態調査等の結果を踏まえた検討が必要であると思うが、法人によって取扱いが異ならないようにした方が良いと考える。
・実費徴収、上乗せ徴収によって、低所得者があきらめないようフォローする状況を作っていけないか。
・実費徴収、上乗せ徴収について、私立学校の独自性を尊重する観点から柔軟なものにしていただきたい。
・上乗せ徴収については低所得者等への留意が必要。
・給付との関係で整理していくべきではないか。また、理由の明示は必要。
・上乗せ徴収については、対象範囲・内容を明確にすべきではないか。
・施設型給付については、実費徴収以外の上乗せ徴収についても設置主体である法人等により取扱いに差を設けることは適当でないのでは
ないか。
・現行制度や公定価格との関係の整理が必要と考えるが、原則、利用者と事業者間の契約において合意があれば認められるべきではない
か。
・市町村及び社会福祉法人以外に限るとしたこれまでの整理を参考に、実費徴収以外の上乗せ徴収は認めるべきではない。
・上乗せ徴収については、限定的な取扱いとすべき。
・公定価格において議論することは了解。その範囲については、限定的であるべき。低所得者には免除すべき。
・私立学校の特性を踏まえ、保護者との合意のもと自由に徴収できるようにすべき。

【対応方針（案）】

○ 実費徴収、上乗せ徴収のあり方については、公定価格のあり方や実費徴収に係る補足給付を行う事業（地域子ど
も・子育て支援事業）とも密接に関連することから、教育・保育の多様性の実態や公定価格の中で対象とする経費
の考え方を踏まえつつ、公定価格の議論において検討することとする。
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ⅴ）特別利用保育・特別利用教育の提供（定員外利用の取扱い）

○ 特別利用保育・特別利用教育・特別利用地域型保育を提供する場合の職員配置、設備、教育・保育の内容等をど
うするか。

【対応方針（案）】

○ 当該施設・事業で定員を設定している認定区分の子どもと同じ認可基準等によることを基本とする。

※特例施設型給付の取扱いと合わせて検討が必要。

ⅵ）教育・保育の提供に関するその他の事項
○ 給付（委託費）を受けている子どもの保護者が虚偽・不正行為によって教育・保育の提供を受けている、又は受け
ようとしていることを施設・事業者が把握した場合、市町村に対して通知することを求めることとする。

39



③管理・運営等に関する基準

ⅰ）運営規程の策定

○ 運営規程において定めるべき重要事項（例：施設の目的・運営方針、職員の職種、員数等）について、どういったも
のを求めていくか。

【対応方針（案）】

○ 施設法において求めている学則、運営の方法との関係も踏まえ、介護保険制度、障害児支援制度等を参考にしな
がら、運営規程において定めるべき事項として、以下のような事項について定めることを求めることとする。

①施設・事業の目的及び運営の方針

②提供する教育・保育の内容

③職員の職種、員数及び職務の内容

④教育・保育を提供する日及び時間（開所時間）、提供を行わない日（休業日）
※教育に関しては、学期、長期休業日、教育標準時間を含む。
※保育に関しては、保育標準時間認定、保育短時間認定の子どもの利用時間帯を含む。

⑤利用料等に関する事項（実費徴収・上乗せ徴収の有無・理由・その額を含む）

⑥利用定員
※確認制度上の定員設定と同じ区分で定める。

⑦施設・事業の利用開始・終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項（入園資格、選考を行う場合の基準を
含む）

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待防止のための措置に関する事項

⑪その他施設・事業の運営に関する重要事項
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＜参考・運営規程と学則＞

運営規程（介護保険） 学則

指定介護老人福祉施設基準23条 指定居宅サービス等事業基準100条 学校教育法施行規則４条

①施設の目的及び運営の方針 ①事業の目的及び運営の方針
①修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関す
る事項

②従業者の職種、員数及び職務の内容 ②従業者の職種、員数及び職務の内容 ②部科及び課程の組織に関する事項

③入所定員 ③営業日及び営業時間 ③教育課程及び授業日時数に関する事項

④入所者に対する指定介護福祉施設サービスの
内容及び利用料その他の費用の額

④指定通所介護の利用定員 ④学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

⑤施設の利用に当たっての留意事項
⑤指定通所介護の内容及び利用料その他の費用
の額

⑤収容定員及び職員組織に関する事項

⑥非常災害対策 ⑥通常の事業の実施地域 ⑥入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

⑦その他施設の運営に関する重要事項 ⑦サービス利用に当たっての留意事項 ⑦授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

⑧緊急時等における対応方法 ⑧賞罰に関する事項

⑨非常災害対策 ⑨寄宿舎に関する事項

⑩その他運営に関する重要事項
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運営規程（障害児支援）

指定障害児入所施設基準34条 指定障害児通所支援事業基準37条

①施設の目的及び運営の方針 ①事業の目的及び運営の方針

②従業者の職種、員数及び職務の内容 ②従業者の職種、員数及び職務の内容

③入所定員 ③営業日及び営業時間

④指定入所支援の内容並びに入所給付決定保
護者から受領する費用の種類及びその額

④利用定員

⑤施設の利用に当たっての留意事項
⑤指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定
保護者から受領する費用の種類及びその額

⑥非常災害対策 ⑥通常の事業の実施地域

⑦その他施設の運営に関する重要事項 ⑦サービス利用に当たっての留意事項

⑧主として入所させる障害児の障害の種類 ⑧緊急時等における対応方法

⑨虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨非常災害対策
⑩その他施設の運営に関する重要事項 ⑩事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場

合には当該障害の種類
⑪虐待の防止のための措置に関する事項

⑩その他運営に関する重要事項



ⅱ）個人情報管理（秘密保持）
○ 支給認定に当たって決定される利用者負担額（＝保護者の所得）、優先利用（ひとり親家庭、障害の有無など）な
ど、施設・事業者が知り得る情報※であって、個人のプライバシーに関わる情報に関する配慮について検討が必要。

【対応方針（案）】
○ 施設・事業の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密を漏らしてはならな
いこととする。その際、支給認定証の記載事項はもとより、非記載事項についても、配慮が必要ではないか。

○ 現に教育・保育に従事している職員に加えて、職員が退職後も正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らすことが
ないよう、施設・事業者が必要な措置を講じることとする。

※雇用契約時に取り決めた上で、違約金についての定めを置くといった措置が考えられるか。

○ 一方、地域型保育事業から教育・保育施設への接続や小学校との接続など、情報提供が必要と思われる場合に
対応するため、あらかじめ保護者に周知・説明し、同意を得ておくこととする。

ⅲ）非常災害対策、衛生管理等

○ 施設・事業については、非常災害に係る計画、関係機関への通報、連携体制等を整備することを求めるか。
○ また、施設・設備の衛生管理に努めるとともに、感染症のまん延防止のための措置を講ずることを求めるか。

＜主なご意見＞
・衛生管理についても追加すべきではないか。

・非常災害対策について求めていくべき。

【対応方針（案）】

○ 施設・事業については、非常災害に係る計画、関係機関への通報、連携体制の整備、職員への周知、定期的な訓
練の実施を求めることとする。

○ また、施設・設備の衛生管理に努めるとともに、感染症のまん延防止のための措置を講ずることを求めることとす
る。
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※支給認定証の記載事項については、保育の必要性の認定と並行して検討



ⅳ）事故発生の防止、発生時の対応

○ 事故発生時の事故内容、対応についての報告、記録、賠償等について、どう考えるか。

＜主なご意見＞
・重大な事故が発生した場合、詳細な報告を求め、利用者が見られる形にすることが必要ではないか。

・重大事故について、全国的に共有し、再発防止につなげていくよう、収集、分析、報告に関するスキームが必要ではないか。

・犯人捜しではなく、再発防止につながる仕組みについて検討することが必要。

・行政の取組のあり方等について、可能な限り速やかに検討した上で、その結果を報告してほしい。

・重大事故の範囲、基準について明示するようにしてほしい。何でも、ということになると現場は萎縮する。

【対応方針（案）】

○ 運営基準においては、施設・事業者に対して、以下の措置を講じることを求めることを基本としてはどうか。なお、こ
れらの措置を講じている旨について、情報公表の対象とする。

＜事故の発生（再発）防止＞
○ 事故発生及び再発防止のために、以下の措置を講じることを求めてはどうか。
①事故が発生した場合の対応、報告の方法等について記載された事故発生防止のための指針を整備すること
②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、報告・分析を通じて改善策を従業員
に周知徹底する体制を整備すること
③事故発生防止のための委員会及び従業員に対する研修を定期的に行うこと

＜事故発生時の対応＞
○ 事故が発生した場合の対応として、以下の措置を講じることを求めてはどうか。
① 事故が発生した場合、保護者（家族）、市町村に対する速やかな報告を行うこと。
② その際、事故発生時の状況、処置等に関する記録をとること。
③ 賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行うこと。

○ その上で、施設・事業による対応のみならず、
①特に重大な事故に係る情報の集約、公表
※プライバシー等に対する配慮に留意 ※重大な事故の範囲等についても検討

②今後、類似の事例が発生することを防止する観点から、当該事故情報の分析、フィードバック（周知）
③事故再発防止のための支援や指導監督
などについての行政の取組のあり方等について、速やかに検討していくこととする。
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ⅴ）評価

○ 教育・保育の質に関する①自己評価、②学校関係者（保護者等）評価、③第三者評価のあり方等について、検討が
必要。
※ 認定こども園法、学校教育法、社会福祉法といった施設法・事業法との関係に留意

※ その際、特に第三者評価の受審に当たって必要となる費用に関するコスト評価については、給付との関係に留意が必要。

＜主なご意見＞

・子どもの観点からの自己評価はもとより、長期的には第三者評価をいれることで、質の向上を促していくことが重要
ではないか。
・自己評価を求めるとともに、第三者評価も努力義務という形で質の向上に努める仕組みが必要。
・教育・保育の質の向上の観点からの評価が必要。
・すべての施設・事業に求めていくべきと考えるが、規模の小さい地域型保育事業については、体制整備が必要では
ないか。

【対応方針（案）】

○ 自己評価及びそれに基づく改善については、すべての教育・保育施設、地域型保育事業者に対して求める方向と
する。

○ その上で、施設・事業の種類にかかわらず、学校関係者（保護者等）評価、第三者評価について、受審に努めるこ
ととする。（コスト評価については、公定価格において検討）。
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幼稚園 保育所 認定こども園

自己
評価

【義務】（学校教育法施行規則39条、66条、68条）
園長のリーダーシップの下、当該園の全教職員が参加し、設定した目
標や具体的計画等に照らし、その達成状況や達成に向けた取り組み
の適切さ等について評価。

【努力義務】（保育所保育指針）
保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り
返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に
努める。

【努力義務】
（設備及び運
営に関する基
準（平成１８
年文部科学
省・厚生労働
省告示））自
己評価・外部
評価等やその
結果公表を
通じた質の向
上に努める。

関係者
評価

【努力義務】（学校教育法施行規則39条、67条、68条）
保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会
等が、自己評価の結果について評価することを基本として行う評価。

‾

第三者
評価

‾

【努力義務】（社会福祉法第78条）
国の評価基準ガイドラインを踏まえて都道府県推進組織が定めた評価基
準に沿って行う都道府県推進組織の認証を受けた第三者評価機関が行う
評価。

＜参考：各評価の内容、義務付け（現行）＞



ⅵ）苦情処理

【対応方針（案）】

○ 入所者、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置等、必要な措置を講じること
とする。

○ また、苦情に関連して確認主体である市町村が行う指導監督等に対し、必要な協力、改善等を行う旨を求めること
とする。
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ⅶ）会計の区分

○ 会計処理方法について、ア）法人種別ごとの会計処理、イ）区分経理、ウ）使途制限等の取扱いについて、検討が
必要。

＜主なご意見＞
・財務諸表の公開、事業ごとの区分経理が前提であると考えるが、会計区分をしっかり設け、収益事業等、他事業への繰入は制限すべき。
・運営主体であるすべての法人の財務諸表は公表すべき。
・監査法人による会計監査が必要ではないか。
・各主体に課せられているルールの整合性を図る必要があるのではないか。
・会計の区分、財務諸表の公表及び使途制限を課すべきではないか。
・会計区分、情報公表については、質向上に資するものとすべき。
・監査法人、公認会計士による会計検査が必要ではないか。
・区分会計は当然であるが、給付費は委託費と異なり、使途制限は不要ではないか。ただし、配当は禁止とすべき。
・配当については、すべてを回すようなことは認められないが、金利程度は必要。

【対応方針（案）】

○ 公費の透明性確保の観点から、運営基準上、教育・保育施設・地域型保育事業ごとの区分経理を求める。

○ その上で、財務諸表の公表を求めていくことを基本とする。（公表方法など運用面等に関する詳細については、今

後、更に検討。）

＜会計処理に関して、今後、実務面について検討が必要な事項＞

○ また、会計上の取扱いとして、施設型給付、地域型保育給付の創設を受けて、法人種別ごとの会計処理を求める

ことを基本としてはどうか。

（例）学校法人の運営する教育・保育施設、地域型保育事業・・・学校法人会計基準を適用

社会福祉法人の運営する教育・保育施設、地域型保育事業・・・社会福祉法人会計基準を適用

株式会社等の運営する教育・保育施設、地域型保育事業・・・企業会計基準を適用 など

○ 給付費の使途については、区分経理と情報公表を前提とした上で、介護保険制度などを踏まえつつ、検討してい

くこととしてはどうか。また、私立保育所の委託費の使途については、どのように考えるか。

○ 加えて、会計に係る指導監督のあり方について、現行制度における対応等を踏まえ、検討していく必要があるの
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ⅷ）管理・運営等に関するその他の事項

ア）勤務体制の確保等

○ 施設・事業者は、適切な教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務体制を定め、教育・保育を提供して
いくことを求めるとともに、必要な研修機会を確保し、資質向上等を図ることを求めることとする。

イ）誇大広告の禁止

○ 施設・事業者は、その施設・事業について広告する場合、虚偽又は誇大なものとしてはならないこととする。

④撤退時のルール

○ 給付の対象施設・事業であることの辞退（確認の辞退）や利用定員の減少については、３ヶ月以上の予告期
間を設けることとされている。その際、施設設置者・事業者は、現に利用している子ども・保護者に対して、継
続して教育・保育が提供されるよう他の施設との連絡調整その他の便宜の提供をおこなわなければならないと
されているが、この取扱いについて、どう考えるか。

＜主なご意見＞
・３ヶ月以上の予告期間を取っている場合であっても、修了・卒園間近の子どもに対して、修了・卒園するまでの間、継続して教育・保育を提
供するよう、行政指導等で対応することが必要ではないか。

・各主体に課せられているルールの整合性を図る必要があるのではないか。

・残余財産について、自治体に返還させるべきではないか。

【対応方針（案）】
○ 施設・事業の撤退時における市町村又は当該施設・事業者等からの連絡調整等については、当該施設・事業を現
に利用している子ども・保護者に対して継続して教育・保育が提供されるよう、できる限り協力することとする。

○ また、上記に伴い、協力する教育・保育施設・地域型保育事業者については、利用定員の弾力化に当たって配慮
することとする。
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特別養護老人ホーム（認可基準）
（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準）

（平成11年厚生省令第46号）

介護老人福祉施設（指定基準）
（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準）

（平成１１年厚生省令第３９号）

１ 総則
２ 基本方針
３ 構造設備の一般原則
４ 設備の専用
５ 職員の資格要件
６ 職員の専従
７ 運営規程
８ 非常災害対策
９ 記録の整備
１０ （削除）
１１ 設備の基準
１２ 職員の配置基準

１２の２ サービス提供困難時の対応

１３ 入退所

１４ 入所者の処遇に関する計画
１５ 処遇の方針
１６ 介護
１７ 食事
１８ 相談・援助
１９ 社会生活上の便宜の提供等

１ 基本方針

（→３）
２ 人員基準（職員の員数、資格要件、専従要件等）
（→２）
（→２３）
（→２６）
（→３７）

３ 設備基準（設備の専用を含む）
（→２）
４～３７ 運営基準
４ 内容・手続の説明及び同意
４の２ 提供拒否の禁止
４の３ サービス提供困難時の対応
５ 受給資格等の確認
６ 要介護認定の申請に係る援助
７ 入退所
８ サービス提供の記録
９ 利用料等の受領
１０ 保険給付の請求のための証明証の交付
１１ サービスの取扱方針
１２ 施設サービス計画の作成
１３ 介護
１４ 食事
１５ 相談・援助
１６ 社会生活上の便宜の提供等

（参考）特別養護老人ホームの認可基準・指定基準について
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特別養護老人ホーム
（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準）

（平成11年厚生省令第46号）

介護老人福祉施設
（指定介護指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準）

（平成１１年厚生省令第３９号）

（続き）

２０ 機能訓練
２１ 健康管理
２２ 入院期間中の扱い

２３ 施設長の責務

２４ 勤務体制の確保等
２５ 定員の遵守

２６ 衛生管理等
２７ 協力病院等

２８ 秘密保持等

２９ 苦情処理
３０ 地域との連携等
３１ 事故発生の防止・発生時の対応

（続き）

１７ 機能訓練
１８ 健康管理
１９ 入院期間中の扱い
２０ 入所者に関する市町村への通知
（不正行為による保険給付を受けた場合等）

２１ 管理者による管理
２２ 管理者の責務
２２の２ 計画担当介護支援専門員の責務
２３ 運営規程
２４ 勤務体制の確保等
２５ 定員の遵守
２６ 非常災害対策
２７ 衛生管理等
２８ 協力病院等
２９ 掲示
３０ 秘密保持等
３１ 広告
３２ 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

３３ 苦情処理
３４ 地域との連携等
３５ 事故発生の防止・発生時の対応
３６ 会計の区分
３７ 記録の整備
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（１）概要

○ 子ども・子育て支援法では、給付（委託費）の適正な実施を担保していくため、確認を受けた教育・保育施設の設
置者、地域型保育事業の事業者に対して、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備した上で、届出を
求めることとしている（子ども・子育て支援法５５条）。

※介護保険制度、障害者自立支援制度と同様

○ また、届出に当たっては、以下の区分に応じた届出を行い、市町村長、都道府県知事、内閣総理大臣は
それぞれ以下の区分に応じて必要な指導監督を行う。

・確認に係る施設・事業が１つの市町村に所在する場合：市町村

・確認に係る施設・事業が２つ以上の都道府県に所在する場合：内閣総理大臣（国）

・それ以外の場合：都道府県

（２）主な検討項目

○ 業務管理体制の整備に当たって、設置者、事業者の規模と当該規模に応じて求める整備の内容をどの程度のも
のとするのか、検討が必要。

○ また、上記（１）の整理に従って、国・都道府県に対して届出を行った場合、確認の実施主体である市町村に対し
て、併せて同様の届出を求めることについて、検討が必要。

１．業務管理体制について

４－２．業務管理体制の整備について

法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備 法令遵守規程の整備

法令遵守に係る監査

事業所数 20未満 事業所数 20以上100未満 事業所数 100以上

【参考】介護保険制度、障害児・障害者支援施策における運用
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【対応方針(案)】
○設置者・事業者の規模と当該規模に応じて求める整備及び届出の内容については、介護保険制度、障害児・障害
者支援施策等と同様とする。

※「事業所等数」は、確認を受けている施設又は事業所の数。
同一事業所であっても、異なる事業を行っている場合（小規模保育事業と家庭的保育事業等）は、異なる事業所として
カウント。

○届出の内容は、全ての事業者に求める共通事項と、施設・事業者の規模に応じて求める事項について、それぞれ以下を求
めることとする。

（参考）介護保険制度の例
・法令遵守規程 ：法の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したもの（事業者の実態に即したもの）
・法令遵守に係る監査（業務執行の状況の監査）の方法 ：監査（内部監査又は外部監査）の担当者、監査の実施方法等
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法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備 法令遵守規程の整備

法令遵守に係る監査

事業所等数 20未満 事業所等数 20以上100未満 事業所等数 100以上

届出事項 対象設置者・事業者

共通
事項

設置者・事業者に関する情報
・法人の名称又は氏名、所在地
・代表者の氏名等

すべての設置者・事業者

法令遵守責任者の氏名等 すべての設置者・事業者

規模に応
じた事項

法令遵守規程の概要 事業所等数20以上の設置者・事業者

法令遵守に係る監査の方法の概要 事業所等数100以上の設置者・事業者



○業務管理体制の届出を受けた都道府県、内閣総理大臣（国）は、教育・保育施設、地域型保育事業の確認を行う市町村と
密接に連携し、必要に応じて必要な情報を共有することを基本とする。

※内閣総理大臣又は都道府県知事が指導監督を行うときは、確認主体である市町村長と密接な連携の下に行う。（子ども・
子育て支援法第５６条第２項）
市町村長は、確認を行った施設・事業者について、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して指導監督を行うよう求めるこ
とができる。（子ども・子育て支援法第５６条第３項）
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